
 
 
 
 
 
 
 
 

 「標準報酬・資格喪失の遡及訂正事案」について 

 

 

 

 

平成 21 年３月 25 日 

社  会  保  険  庁 

 

資料 ３ 



 

 

 

・ 標準報酬・資格喪失の遡及訂正事案 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1 

・ 不適正な遡及訂正処理の可能性のある記録（約６万９千件）のうち  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  3 

 年金受給者（約２万件）への戸別訪問の状況について（第３回中間報告）  

・ 厚生年金保険における不適正な遡及訂正処理の可能性のある記録の ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 

 社会保険事務所段階における記録訂正の状況等について 



事実と相違な
し, 4997

事実と相違あ
り, 8482

不明, 2023

○ 標準報酬等の遡及訂正事案については、「年金記録問題 拡大作業委員会」の御意見を伺いな
がら、被害者救済を第一義とし、併せて、社会保険事務所職員の関与が疑われる事案の事実解
明を図る。（20年12月11日に弁護士等5名を新たに「年金記録問題作業委員」に任命。）

○ 全てのコンピュータ記録から不適正な処理の可能性がある記録（約6.9万件）を抽出し、このうち
厚生年金の受給者（約２万件）について、20年10月16日から、社会保険事務所職員が対象者へ
の戸別訪問を開始し、記録の確認及び調査を実施している。

※戸別訪問の実施状況（第3回中間報告）
訪問件数 15,502件

（20年12月21日までの訪問実施分。

21年1月13日までのフォローアップを反映。）

＊事務所職員の関与を窺わせるような内容の回答をされた方
1,056件(6.8%)

うち、具体性のある内容の回答をされた方 159件(1.0%)

事業主,
8065

役員, 3251

従業員,
3885

不明, 301

事案の概要

○ 年金記録確認第三者委員会によるあっせん事案の中に、標準報酬月額等を遡及訂正したものが
存在しており、社会保険事務所の当時の事務処理の合理性が疑われるものがある。

○ このため、第三者委員会によるあっせん事案など17事案の調査を行ったところ、社会保険庁の職
員の関与が考えられる事案が１件確認された。（20年9月9日公表）

○ また、社会保険庁職員の関与に関する調査等を行っていた大臣直属の調査委員会が11月28日
に報告書を大臣に提出。

今後の方向

標準報酬・資格喪失の遡及訂正事案

遡及訂正処理が行われた期間における事業所での立場 年金記録の確認状況

（2%）
（25%）

（21%）

（52%）

（32%）
（13%）

(55%）
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○ また、21年中に、厚生年金の受給者全員に対し、標準報酬等の情報を含むお知らせを開始す
る。（加入者については、21年4月から標準報酬等の情報を含む「ねんきん定期便」を送付す
る。）

○ 被害者救済については、標準報酬等が事実に反して訂正しているかどうかについて、以下のよ
うな調査を行い、事実に反することが確認できれば、年金記録の訂正を行う。

・ 給与明細書、源泉徴収票、預金通帳の写し等がある。

・ 雇用保険や厚生年金基金の記録により給与実態や勤務実態が確認できる。

・ 事業主や社会保険事務所の調査により事実に反する処理が行われたと認められる。

※ 社会保険事務所における記録訂正の状況（21年2月末現在） 48件
20年12月25日から、一定の要件を満たす記録確認の申立てについては、第三者委員会に

送付せず、社会保険事務所段階において年金記録の訂正を開始。

＊ 社会保険事務所職員の関与に関する調査についても、被害者救済のための調査と併せて進
めているところ。
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平成２１年３月１６日 

社 会 保 険 庁 

 

 

不適正な遡及訂正処理の可能性のある記録（約６万９千件）のうち 

年金受給者（約２万件）への戸別訪問の状況について（第３回中間報告） 

 

 平成２０年９月９日の「年金記録問題に関する関係閣僚会議」において、標準報

酬等の遡及訂正事案に関する今後の対応として、「オンライン上の全ての記録から

不適正な遡及訂正処理の可能性のある記録を抽出した上で、ご本人による当該記録

の確認に基づき、調査を行う」こととされました。 

  

これを踏まえ、年金記録確認第三者委員会のあっせん事案等の分析に基づき、以

下の三条件の全てに該当する記録（約６万９千件）を抽出し、このうち厚生年金受

給者（約２万件）について、平成２０年１０月１６日から、社会保険事務所職員に

よる戸別訪問を開始し、ご本人に記録確認を行って頂いているところです。 

 ①標準報酬月額の引き下げ処理と同日若しくは翌日に資格喪失処理が行われて

いる。 

 ②５等級以上遡及して標準報酬月額が引き下げられている。 

 ③６か月以上遡及して標準報酬月額が引き下げられている。 

 

 標記については、下記の状況となっておりますので、ご報告いたします。 

 

記 

 

１．戸別訪問の実施件数 

   平成２０年１２月２１日までに、１５，５０２件実施。 

＊ 年金記録が事実と相違しているかどうか不明である旨の回答や、年金記録の訂正

の申立てを行うかどうか未定である旨の回答が少なからずあったため、ご本人のご

記憶、ご意思について、再確認（フォローアップ）を実施している。 

 

２．回答状況 

   上記１５，５０２件についての、平成２１年１月１３日までのフォローアッ

プを踏まえ、中間的に整理した回答の状況は、以下のとおり（詳細については

別添参照）。 
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○遡及訂正処理が行われた期間における事業所での立場 

  ・事業主        8,065件（52%） 

    ・役員         3,251件（21%） 

    ・従業員        3,885件（25%） 

    ・不明           301件（ 2%） 

 

  ○年金記録の確認状況 

    ・事実と相違なし（注１） 4,997件（32%） 

    ・事実と相違あり（注２） 8,482件（55%） 

    ・不明（注３）      2,023件（13%） 

 

○事実と相違ありとの回答のあった方の年金記録の訂正の意思 

    ・訂正の意思あり    3,485件（41%） 

    ・訂正の意思なし    3,672件（43%） 

    ・未定         1,325件（16%） 

 

    （注１）「引き下げられた標準報酬月額が当時の報酬に見合ったものであるか」及び

「記録の訂正が行われた期間について資格喪失日が会社を辞めた時期と合

っているか」の質問に対し、いずれも、「はい」又は「たぶんそうだと思う」

との回答があったもの。 

     （注２）「引き下げられた標準報酬月額が当時の報酬に見合ったものであるか」又

は「記録の訂正が行われた期間について資格喪失日が会社を辞めた時期と合

っているか」の質問に対し、少なくとも一つに、「たぶん違うと思う」又は

「いいえ」との回答があったもの。 

     （注３）上記注１及び注２以外の回答があったもの。 

 

○年金記録の遡及訂正処理に関し、社会保険事務所職員の関与を窺わせるよう

な内容の回答をされた方              1,056件（6.8%） 

   ・うち、具体性のある内容の回答をされた方       159件（1.0%） 

 

（注）「具体性のある内容の回答」とは、職員が特定でき、関与の内容が具体的に示

されているものをいう。 
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平成２１年３月１６日 

社 会 保 険 庁 

 

厚生年金保険における不適正な遡及訂正処理の可能性のある記録の

社会保険事務所段階における記録訂正の状況等について 

 

 社会保険庁においては、昨年１２月２５日から、厚生年金に係る記録確認の

申立てについて、給与明細書その他により申立内容に対応する給与実態が確認

できるにもかかわらず、当該事業所の全喪日以後に、遡及して申立人の標準報

酬月額の記録が訂正されている場合等については、処理の迅速化を図るため、

年金記録確認第三者委員会に送付せず、社会保険事務所段階において年金記録

の訂正を行うこととしたところです。 

 今般、本年２月末までの当該記録訂正の状況等について、下記のとおりとり

まとめましたので、公表いたします。 

 

記 

 

１．社会保険事務所段階における記録訂正の事案数（累計）      ４８件 

 

＊ ４８件の内訳は、事業所の全喪日以後に、遡及して標準報酬月額の記録

が訂正されていたものが４７件、遡及して資格喪失日の記録が訂正されて

いたものが２件（重複して該当するものが１件）です。 

 

２．約２万件の戸別訪問の対象となっている事案のうち 

 ① 社会保険事務所段階における記録訂正が完了しているもの（累計） 

 ４５件 

（注）４５件は、上記１．の４８件の内数となります。 

 

＊ 約２万件の戸別訪問は、昨年１２月２１日までに、１５，５０２件実施

しており、本年１月１３日までのフォローアップを踏まえ、中間的に整理

した回答の状況によれば、このうち社会保険事務所段階における記録訂正

の対象となり得る「従業員」で「事実と相違あり」かつ「訂正の意思あり」

のケースは１，３０１件となっています。 

 

② 年金記録確認第三者委員会への送付が完了しているもの（累計） 

     ５２５件 
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